
小さな経営革新チャレンジ支援事業実施要領 

 

 

第１ 趣 旨 

小規模でも収益性の高い農林水産業を展開する農林漁業者は、中山間地をはじめと

した農山漁村における重要な担い手であり、その役割は大きなものがある。 

こうした農林漁業者が取り組む「農林水産物生産」「流通・販売」「６次産業」等の分

野での新規チャレンジに向けた様々なニーズにきめ細かく応えていくためには、専門

知識を有し、地域に密着した活動を展開している普及指導員等の伴走支援が欠かせな

い。 

普及指導員等が本事業の活用を促しながら農林漁業者への指導を行うことで、小規

模でも経営革新に取り組む農林漁業者の経営発展を促し、農山漁村の活性化につなげ

る。 

本事業の実施については、補助金等の交付に関する規則（昭和 35 年京都府規則第 23  

号）及び農業振興事業費補助金交付要綱（昭和 35 年京都府告示第 928 号。以下「要  

綱」という。）に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

第２ 事業の内容等 

事業実施主体、事業内容、事業期間、採択基準及び補助率等については別表１のとお

りとする。 

 

第３ 事業の実施等 

 １ 補助金交付申請等 

（１）この事業を実施しようとする事業実施主体は、要綱第３条に基づく補助金交付申

請書（別記様式第１号）に普及指導員等と協議のうえ作成した事業実施計画書（別

記様式第２号）を添付し、知事に提出するものとする。 

（２）知事は、申請内容が本事業の主旨に照らして適当と認めたときは、当該事業実施

主体に対して補助金の交付決定を行うものとする。 

（３）事業実施主体は、（１）の規定により提出した申請書又は添付書類に記載した事

項を変更しようとする場合には、要綱第４条に基づく変更承認申請書（別記様式第

３号）により変更の内容及び理由を知事に提出する。 

 

  ２ 事業の実施 

この事業の円滑かつ確実な実施を図るため、事業実施主体は普及指導員等の伴走支

援のもと事業を実施する。 

 



 ３ 実績報告 

事業実施主体は、事業が完了したときは、要綱第５条に基づく実績報告書（別記様  

式第４号）に普及指導員等の確認を得て作成した事業実施報告書（別記様式第５号）を  

添付し、知事に提出する。 

また、事業実施年度から起算して翌年度の事業実施状況や事業効果等について、普  

及指導員の確認を得て作成した事業実施状況報告書（別記様式第６号）により、事業  

実施翌々年度の４月末日までに知事に報告する。 

 

第４ 助 成 

府は、当該事業の実施に係る経費を予算の範囲内において、規則に基づき助成する。 

 

第５ 事業の実施期間 

本事業の実施期間は、交付決定の日から交付決定年度の年度末までとする。 

 

第６ 資料の提出先 

この要領の規定に基づき知事に提出する書類の提出先は、別表２のとおりとする。 

 

第７  その他 

この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項については、別  

に定めるものとする。 

 

附 則 

この実施要領は、平成２７年６月２日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この改正は、平成３０年４月１日から施行し、平成３０年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この改正は、令和５年４月１日から施行し、令和５年度分の補助金から適用する。 



【別表１】 

事業実施主体 事 業 内 容 事業期間 採 択 基 準 等 補助率等 

農林漁業者 
農林漁業者等が組織する
団体 

農林漁業者又は農林漁業者等が組織す
る団体が取り組む、「農林水産物生産」
「流通・販売」「６次産業」等の新規チ
ャレンジに必要な次の経費に対して助
成する。 
 
（１）農林水産物生産に関すること 

ア 生産技術実証 
イ 生産技術習得 
ウ 土壌・成分等各種分析 
エ 資格等取得 
オ その他 ※ 

 
（２）流通・販売に関すること 

ア 市場・消費調査 
イ 商談・商談会出展 
ウ 資材作成 
エ 消費宣伝  
オ その他 ※ 

 
（３）６次産業に関すること 

ア 商品試作・開発 
イ 加工技術等習得 
ウ 資材作成 
エ 消費宣伝 
オ 成分・衛生等各種分析 
カ 許可等取得 
キ その他 ※ 

 
※事業の趣旨に照らし合わせ 
必要と認められるもの 

 

単年度 １ 受益対象は、１戸以上の農林漁業者
又は農林漁業者等が組織する団体。 
 
２  受益対象は、年間販売金額２，００
０万円程度以下の小規模な農林漁業者
とする。 
  農林漁業者等が組織する団体におい
ては、小規模な農林漁業者を中心に構成
されていること。 
 
３ 「農林水産物生産」「流通・販売」「６
次産業」等の分野において、経営の改善
に向けた、新規チャレンジに関する計画
を策定していること。 
 
４  普及指導員等による伴走支援のも
と事業が実施できる体制であること。 

１ 補助率 
 ２／３以内 
 
２ 補助金額 
 事業実施主
体あたり２０
０千円を上限
とする。 

 



【別表２】 

分野 事業実施主体が所在する市町村 資料の提出先 

農業 
京都乙訓地域（京都市、向日市、長岡京市及び大山崎町） 京都府農林水産部農産課 

京都乙訓地域以外 
事業実施主体が所在する市町村を所管
する京都府広域振興局 

畜産業 全市町村 畜産課 

林業 
京都乙訓地域（京都市、向日市、長岡京市及び大山崎町） 京都林務事務所 

京都乙訓地域以外 
事業実施主体が所在する市町村を所管
する京都府広域振興局 

漁業 

海面 全市町村 京都府水産事務所 

内水面 

京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、
南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、
和束町、精華町、南山城村及び京丹波町、 

京都府農林水産部水産課 

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町及び与謝野町 京都府水産事務所 

 



新たなチャレンジに取り組む農林漁業者を応援します！！

農林漁業者が経営革新に向けて新たに実施する、「農林水産物生産」「流
通・販売」「６次産業」等の取組に対し、普及指導員等が伴走支援を通して、
農林漁業者の皆様の計画実現をお手伝いします。

小さな経営革新チャレンジ支援事業(ご案内)

対象となる方 農林漁業者、農林漁業者等が組織する団体

補助対象取組

「農林水産物生産」に関すること
・スマート農業技術や野菜・花の新品種導入等、新しい技術の導入に向け

農業用資材や必要な種苗を購入し、技術実証圃を設置。

・農業用ドローン講習会、有機ＪＡＳ等の資格取得。

・購入飼料費低減に向けた放牧や自給飼料生産。

・マニュアスプレッダーの導入による散布サービスの開始や

堆肥ペレット機導入により堆肥の販売単価を上げることによる販売額の増加。 など

「流通・販売」に関すること
・市場や消費動向等のマーケティング調査。

・商談のための旅費や商談会への出展。（海外の場合、商談会出展のみ）

・消費宣伝のためのチラシ・ポスター等の資材作成や試食会等の実施。 など

「６次産業」に関すること
・新商品の試作や開発、加工技術を習得するために必要な先進地調査。

・商品の包装資材や消費宣伝のためのチラシ・ＰＯＰ等の資材の作成。

・成分や衛生（菌検査）等各種分析、許可等取得。 など

※ 年間販売金額2,000万円程度以下

※本事業は審査の上、予算の範囲内で採択します。
申請数が多い場合は事業採択されないことがございますので、ご了承ください。

補助率など 事業実施に係る費用の2/3以内
（補助上限額：1事業あたり20万円）

１次：令和5年5月8日(月)から5月31日(水)
※環境負荷低減事業活動実施計画認定者、認定予定者のみ
実施計画が認定されない場合、2次以降の再申請可能

２次：令和5年6月16日(金)から6月30日(金)

募集期間

※ 原則として、令和6年2月末までに完了する取組が対象



【事業全体に関すること】京都府農林水産部 農産課 ℡075-414-4961

お問合せ先：詳しくは、下記の窓口へご相談ください。

地域 相談窓口 連絡先（電話）

京都市,向日市,長岡京市,大山崎町 京都乙訓農業改良普及センター 075-315-2906

宇治市,城陽市,八幡市,京田辺市
久御山町,井手町,宇治田原町

山城北農業改良普及センター 0774-62-8686

木津川市,笠置町,和束町,精華町,南山城村 山城南農業改良普及センター 0774-72-0237

亀岡市,南丹市,京丹波町 南丹農業改良普及センター 0771-62-0665

舞鶴市,綾部市 中丹東農業改良普及センター 0773-42-2255

福知山市 中丹西農業改良普及センター 0773-22-4901

宮津市,京丹後市,伊根町,与謝野町 丹後農業改良普及センター 0772-62-4308

【農業者】

【畜産農家】
地域 相談窓口 連絡先（電話）

京都市,向日市,長岡京市,大山崎町
宇治市,城陽市,八幡市,京田辺市
木津川市,久御山町,井手町,宇治田原町
笠置町,和束町,精華町,南山城村

山城家畜保健衛生所 0774-52-2040

亀岡市,南丹市,京丹波町 南丹家畜保健衛生所 0771-42-3308

福知山市,舞鶴市,綾部市 中丹家畜保健衛生所 0773-25-1860

宮津市,京丹後市,伊根町,与謝野町 丹後家畜保健衛生所 0772-43-1125

【水産業者】

【林業者】
地域 相談窓口 連絡先（電話）

京都市,向日市,長岡京市,大山崎町 京都林務事務所 075-451-5724

宇治市,城陽市,八幡市,京田辺市
木津川市,久御山町,井手町,宇治田原町
笠置町,和束町,精華町,南山城村

山城広域振興局
農林商工部森づくり振興課

0774-21-3450

亀岡市,南丹市,京丹波町
南丹広域振興局
農林商工部森づくり振興課

0771-22-1017

福知山市,舞鶴市,綾部市
中丹広域振興局
農林商工部森づくり振興課

0773-62-2586

宮津市,京丹後市,伊根町,与謝野町
丹後広域振興局
農林商工部森づくり振興課

0772-62-4306

地域 相談窓口 連絡先（電話）

南丹以南 水産課 075-414-4992

中丹以北 水産事務所 0772-25-3030
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